
古紙と古着の日廃止について 

                   

１ 背景・経緯 

  平成１６年５月に始まった古紙と古着の日は、全行政区に参加いただき実

施してまいりましたが、メディアの発達による紙媒体の減少や民間の資源回

収ステーションの増加などにより、利用する人も減少してきたことから、現在

は１２行政区のみで実施している状況です。 

  この度、岩倉市事務事業等適正化検討委員会で古紙と古着の日地元協力金

は廃止と最終評価結果が取りまとめられましたので、実施されている行政区

の意向等をお聞きしてきました。 

  民間の資源回収ステーションなどによる排出機会の増加や、行政区の意向

等を総合的に判断した結果、市としては、令和８年度から古紙と古着の日を廃

止することにしたものです。 

 

２ 周知 

（１）令和８年３月まで 

① 区長会等会議で報告 

② 市ホームページで周知、３月号広報紙で記事の掲載 

（２）令和８年４月から 

①ごみ分別アプリ「さんあ～る」の変更 
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